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商工会より、経営に必要な情報をお届けします 

情報は重要な経営資源です 
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℡0946-22-3724 

最新情報はホームページやフェイスブックで 
筑前町商工会   

検索 

 

●経営相談窓口について 

 

●福岡県最低賃金のお知らせ 

 

●筑前町貨物運送事業者支援金 

 

●商工会下期会費の集金について 

 

●プレミアム商品券・ちくちゃんペイ

の使用・換金期限について 

トピックス 

差出人：筑前町商工会〒838-0802 福岡県朝倉郡筑前町久光 1045-1 

商工会の経営指導を受けてい

る小規模事業者の方が経営改

善に必要な資金を無担保無保

証で利用可。（但し、内部審査と

商工会長の推薦が必要） 

上限 2,000万円 

運転資金 7年以内 

設備資金 10年以内 

 

202２.11.1時点 

商工会の 
マル経融資 

1.15％ 

無料経営相談窓口のご案内 

コロナウイルスの流行やウクライナ情勢による原油高、豪雨災

害、物価高など事業者を取り巻く事業環境は昨今急激に変化し

ております。その中で経営の舵取りはこれまでと比べてより一

層、難しい判断が求められております。 

そんな悩める事業者の助けになるべく無料相談窓口を開設して

おりますので、お気軽にご来訪ください。 

【専門相談員】 中小企業診断士 松重 栄次氏 

【主な相談内容】 

・販売促進や営業活動 ・経営改善、財務分析 

・インボイス制度   ・ITツール導入 

・各種補助金等について 

【対応可能日】※９：００～１７：００まで 要予約 

11月 18日 24日 29日  

12月 
2日 6日 8日 12日 14日 20日 

20日 22日 28日  

 

福岡県最低賃金額改定のお知らせ 

令和４年 10月 8日から 1時間900 円（30円アップ） 

●最低賃金は正社員のみではなく、パートタイマ―・アルバイト・派遣

労働者等すべての労働者に適用されます。 

●最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日

労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。 

●月給制の場合は、月給を 1箇月平均の所定労働時間で除して金額

を比較してください。 

【問い合わせ際】福岡労働局 労働基準部 監督課賃金室 

          TEL 092-411-4578または労働基準監督署へ 
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†商工会費後期分 

口座振替等のお知らせ† 
商工会費後期分（Ｒ４．１０月～R５．３月分）が下記のとお

り引落しとなります。前日までにご登録の口座へご準備い

ただきますようお願い致します。 

商工会費 ６，０００円 

引 落 日 令和４年１２月２６日(月) 
※集金の方は担当者よりご連絡致しますので、ご対応の

ほどよろしくお願い致します。 

地域振興券・ちくちゃんペイ 

使用期限等のお知らせ 

★使用期限★ 

地域振興券ちくぜん 

・・・令和 5年 1月 10日（火）まで 

ちくちゃんペイ 

・・・令和 5年 1月 10日（火）まで 

 

★換金期限★ 

地域振興券ちくぜん 

・・・令和 5年 1月 31日（火）まで 

ちくちゃんペイ 

・・・自動精算のため換金手続き不要。 

各期限にご留意いただきお取扱いくださ

い。よろしくお願いいたします。 

筑前町貨物運送事業者支援金のお知らせ 
新型コロナウイルス感染症や燃料価格高騰により、大きな影響を受けている町内の貨物運送事業者に

対し、経営に及ぼす影響を緩和し、今後も公共物流サービスの中心事業者として継続的に事業展開を

図ることを目的に、対象車両（緑・黒ナンバー）の台数に応じて支援金を交付されます。 

 

交付対象者 

町内に本社、営業所等を有する運送事業者で、令和 4年 8月 1日時点で貨物自動車運送事業に

必要な許可又は認可を受けており、次の要件（1）〜（3）までの要件を全て満たす者。 

（1）今後も事業継続の意思があること 

（2）確定申告等により町税が賦課されていること 

（3）町税等の滞納がないこと 

 

交付対象車両 

交付対象者が貨物自動車運送事業のために使用するために有する車両で、自動車検査証におけ

る仕様の本拠の位置が筑前町であるもの。 

（注）緑・黒ナンバーのみ対象 

（注）非けん引車は除く 

 

支援金額 

貨物自動車運送事業のために使用する車両 1台あたり 2万円 

貨物軽自動車運送事業のために使用する車両 1台あたり 1万円 

 

申請受付期間 

令和 4年 11月 1日（火）～令和 4年 12月 15日（木） 

 

申請に必要な書類等が各種ございます。詳しくは筑前町役場 HPをご覧いただくか、下記ご連絡先

までお問合せください。 

【お問合せ先】 ホームページ https://www.town.chikuzen.fukuoka.jp/20221026163502.html 

筑前町役場 総務課 行政政策係 

窓口の場所：本庁 2階 

直通電話：0946-42-3111 


